
動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
（
平
成
十
六
年
農
林
水
産
省
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
毒
薬
及
び
劇
薬
）

（
毒
薬
及
び
劇
薬
）

第
百
六
十
三
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
毒
薬
及
び
同
条
第
二
項
の
劇
薬
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
及
び

施
行
規
則
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
（
同
表
劇
薬
の
部
生
物
学
的
製
剤
及
び
抗
菌
性
物
質
製
剤
の
項
第
二
号
の

六
並
び
に
同
部
有
機
薬
品
及
び
そ
の
製
剤
の
項
第
五
号
の
二
十
四
及
び
第
十
二
号
の
二
十
六
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。）で
あ
っ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

第
百
六
十
三
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
毒
薬
及
び
同
条
第
二
項
の
劇
薬
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
及
び

施
行
規
則
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
（
同
表
劇
薬
の
部
生
物
学
的
製
剤
及
び
抗
菌
性
物
質
製
剤
の
項
第
二
号
の

六
並
び
に
同
部
有
機
薬
品
及
び
そ
の
製
剤
の
項
第
五
号
の
二
十
四
及
び
第
十
二
号
の
二
十
四
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。）で
あ
っ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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